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給
の
よ第

か
じ

る
と

は
、本

３

山 口 県

給
山

報

○
人給 毎

（号 外 ）

百
四
号
）
附
則
第
十
六
項
か
ら
第

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭

う
に
改
正
す
る
。

二
項
中
「
職
務
の
級
の
最
低
の
号

め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定

き
は
、
給
料
月
額
の
百
分
の
四
・

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と

則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則

目

次

委
規
則

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部

人

事

委

週
火
・
金
曜
日
発
行

十
八
項
ま
で
又
は
一
般
職
に
属

（
平
成
十
七
年
山
口
県
条
例
第
百

を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
関
す
る
前

和
三
十
四
年
山
口
県
人
事
委
員

給
に
達
し
な
い
給
料
月
額
を
受

め
る
額
」
を
「
そ
の
額
が
給
料

五
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に

す
る
。
」
に
改
め
る
。

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に山

号
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…

員

会

す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す

五
号
）
附
則
第
十
四
項
か
ら
第

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
あ
ら

月
額
の
百
分
の
四
・
五
を
超
え

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

例
（
平
成
十
七
年
山
口
県
条
例

公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（金曜日）

船
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

あ
る
者
を
除
く
。
）

セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
、
理
学
療

す
る
」
を
「
薬
剤
師
、
理
学
療

に
改
め
、
同
表
静
和
荘
の
項
中

を
「
薬
剤
師
及
び
総
看
護
師
長

三
」
を
「
、
四
」
に
改
め
、
同

「
児
童
心
理
司

臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技

細
菌
技
士

専
任
の
と
畜
検
査
員
及
び
専
任

員

「

研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
中

臨
床
細
菌
あ
る

「
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技

細
菌
技
士
（
管
理
職
手
当
を
支

険
課
」
に
、
「
高
齢
保
健
福
祉

「

を
加
え
、

結
核
検
診
及
び
成
人

す
る
診
療
放
射
線
技

線
技
師

「

保
健
所
の
項
中

診
療
放
射
線

師
、
臨
床
検
査

病
理
細
菌
技
士

「
は
、
同
項
中
「
給
料
月
額
の

与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

六
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
又

す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山

よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額

別
表
第
一
大
学
の
項
及
び
男

課
、
健
康
増
進
課
及
び
高
齢
保

。 法
士
」
を
削
り
、
「
放
射
性
同
位

法
士
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
診

「
静
和
荘
」
を
「
こ
こ
ろ
の
医
療

」
に
改
め
、
同
表
育
成
学
校
の
項

表
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項

一

師
及
び
病
理

一

の
食
鳥
検
査

一
・
五

検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
及
び
病
理

技
士
（
管
理
職
手
当
を
支
給
す
る
職
に

者
を
除
く
。
）

師
及
び
病
理

給
す
る
職
に

一

課
」
を
「
長
寿
社
会
課
」
に
改
め

病
検
診
の
業
務
に
従
事

師
及
び
診
療
エ
ッ
ク
ス

一

技
師
、
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技

技
師
、
衛
生
検
査
技
師
及
び

二

百
分
の
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
、

を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年

は
一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の

口
県
条
例
第
百
五
号
）
附
則
第
十

の
百
分
の
二
十
五
」
と
す
る
。

女
共
同
参
画
相
談
セ
ン
タ
ー
の
項

健
福
祉
課
の
項
中
「
健
康
福
祉
部

一

」 」

元
素
診
療
棟
に
お
い
て
診
療
に
付

療
棟
に
お
い
て
診
療
に
付
随
す
る

セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
総
看
護
師
長

中
「
二
（
」
を
「
三
（
」
に
、
「

を
削
り
、
同
表
こ
の
み
園
の
項
中

を
削
り
、
同
表
漁
業
取

に
改
め
、
同
表
環
境
保

」
二

を
」

に
改
め
、
同
表
総
合
医

、
「
二
（
」
の
下
に
「
企
画
監
、

を
削
り
、
同

」

を
」

「
給
料
月
額
と
一
般
職
の
職
員
の

山
口
県
条
例
第
百
四
号
）
附
則
第

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
の
規
定

を
削
り
、
同
表
健
康
福
祉
部
医

医
務
課
」
を
「
健
康
福
祉
部
医
務

随」」、締 健療 」表 給十正に務保

人

事

委

員

会
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別
を
削別

別
表一

（号 外 ）

別

九

級

一
四
、
四
〇
〇
円

四

級

一
〇
、
二
〇
〇
円

五

級

一
〇
、
六
〇
〇
円

六

級

一
一
、
二
〇
〇
円

七

級

一
二
、
一
〇
〇
円

八

級

一
二
、
七
〇
〇
円

職
務
の
級

調

一

級

六
、
五
〇
〇
円

二

級

八
、
五
〇
〇
円

三

級

九
、
六
〇
〇
円

畜
産
試
験
場

獣
医
師
（
育
成
業
務

る
。
）

表
第
一
警
務
部
警
務
課
の
項
、
警

り
、
５
を
４
と
し
、
６
を
５
と
す

表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二

調
整
基
本
額
表

行
政
職
給
料
表

職
業
能
力
開
発

校

職
業
訓
練
指
導
員

る
職
に
あ
る
者
を
除

表
第
一
漁
業
取
締
船
の
項
の
次
に

農
業
大
学
校

実
習
指
導
を
担
当
す

を
支
給
す
る
職
に
あ

家
畜
保
健
衛
生

所

獣
医
師

整

基
二
）

課
に
勤
務
す
る
者
に
限

一

察
署
の
項
及
び
警
察
警
備
船
の

る
。

（
管
理
職
手
当
を
支
給
す

く
。
）

二

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

る
技
師
（
管
理
職
手
当

る
者
を
除
く
。
）

二一
・
五
（

保
健
衛
生

勤
務
す
る

本

額

項
を
削
り
、
同
表
の
備
考
中
４

山
口
県
中
部
家
畜

所
病
性
鑑
定
室
に

者
に
あ
つ
て
は
、

六

級

一
四
、
二
〇
〇

二

級

八
、
五
〇
〇
円

三

級

一
〇
、
六
〇
〇

四

級

一
二
、
一
〇
〇

五

級

一
二
、
八
〇
〇

八

級

一
二
、
五
〇
〇

九

級

一
三
、
一
〇
〇

三

海
事
職
給
料
表

職
務
の
級

調

一

級

六
、
九
〇
〇
円

四

級

一
〇
、
六
〇
〇

五

級

一
一
、
二
〇
〇

六

級

一
一
、
六
〇
〇

七

級

一
二
、
〇
〇
〇

二

公
安
職
給
料
表

職
務
の
級

調

一

級

七
、
九
〇
〇
円

二

級

八
、
七
〇
〇
円

三

級

九
、
四
〇
〇
円

円 円円円 円円

整

基

円円円円

整

基

本

額

本

額

二
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五

（号 外 ）

四

四

級

九
、
七
〇
〇
円

医
療
職
給
料
表

職
務
の
級

調

一

級

六
、
一
〇
〇
円

二

級

八
、
〇
〇
〇
円

三

級

九
、
一
〇
〇
円

一

級

一
〇
、
八
〇
〇
円

二

級

一
三
、
一
〇
〇
円

三

級

一
四
、
五
〇
〇
円

四

級

一
五
、
五
〇
〇
円

三

級

一
〇
、
九
〇
〇
円

四

級

一
一
、
七
〇
〇
円

五

級

一
四
、
六
〇
〇
円

医
療
職
給
料
表

職
務
の
級

調

研
究
職
給
料
表

職
務
の
級

調

一

級

八
、
〇
〇
〇
円

二

級

九
、
三
〇
〇
円

整

基

整

基

整

基

本

額

本

額

本

額

四

級

一
三
、
二
〇
〇

八

教
育
職
給
料
表

職
務
の
級

調

一

級

九
、
〇
〇
〇
円

二

級

一
一
、
一
〇
〇

三

級

一
二
、
〇
〇
〇

つ
て
は
、
一
二

四

級

一
〇
、
〇
〇
〇

五

級

一
〇
、
四
〇
〇

六

級

一
一
、
六
〇
〇

七

級

一
二
、
六
〇
〇

七

医
療
職
給
料
表

職
務
の
級

調

一

級

八
、
〇
〇
〇
円

二

級

九
、
四
〇
〇
円

三

級

九
、
七
〇
〇
円

五

級

一
〇
、
五
〇
〇

六

級

一
一
、
三
〇
〇

七

級

一
二
、
二
〇
〇

備
考

こ
の
表
は
、
学
校
職

円

整

基

円円
（
学
校
職
員
給
与
条
例
別
表
第
三

、
二
〇
〇
円
）

円円円円

整

基

円円円員
に
つ
い
て
は
、
医
療
職
給
料
表
と
読

三

本

額

イ
の
備
考

に
定
め
る
学
校
職
員
に
あ

本

額

み
替
え
て
適
用
す
る
。



平

二三

成 年 月 日 金曜日

に口の勤規と一

山 口

与十給うにそ乗法

県 報

（
施

１（
経

２

（号 外 ）

九

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平

あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤

県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
職
員

勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に

「
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い

務
時
間
を
職
員
勤
務
時
間
条
例
第

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た

き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平

条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
又
は

七
年
山
口
県
条
例
第
六
号
。
以
下

料
の
調
整
を
行
う
職
を
占
め
る

。
）
の
う
ち
、
そ
の
者
に
係
る
調

は
、
改
正
後
の
給
料
の
調
整
額
に

の
差
額
に
相
当
す
る
額
に
次
の
各

じ
て
得
た
額
に
当
該
職
員
に
係
る

律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八

三

級

つ
て
は
、
一
一
、
八

四

級

一
二
、
八
〇
〇
円

附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月

過
措
置
）

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

教
育
職
給
料
表

職
務
の
級

調

一

級

八
、
四
〇
〇
円

二

級

一
〇
、
九
〇
〇
円

一
一
、
六
〇
〇
円

成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関

勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）

関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山

う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定

二
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤

数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
（
そ
の

額
）
を
給
料
の
調
整
額
と
し
て

成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の

「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い

職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
給
料

整
基
本
額
が
経
過
措
置
基
準
額

関
す
る
規
則
第
二
項
の
規
定
に

号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応

調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
地

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短

〇
〇
円
）

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県

整

基

（
学
校
職
員
給
与
条
例
別
表
第
三
ロ
の
備

百
分
の
七
十
五

で

百
分
の
五
十

す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山

第
二
条
第
二
項
又
は
学
校
職
員

口
県
条
例
第
三
十
号
。
以
下

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の

務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

支
給
す
る
。

百
分
の
百

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二

う
。
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り

の
調
整
額
適
用
職
員
」
と
い

に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員

よ
る
給
料
の
調
整
額
の
ほ
か
、

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年

時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員

条
例
第
二
号
。
以
下
「
職
員
給

本

額

考

に
定
め
る
学
校
職
員
に
あ

定
を
適
用
し
た
場
合
に
同

（
そ
の
他
）

イ

給
料
表
の
適
用
を
異

ロ

そ
の
他
人
事
委
員
会

四

施
行
日
以
後
に
、
給
料

職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八

員
の
う
ち
人
事
委
員
会
の

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に

員
が
施
行
日
の
前
日
に
給

三

施
行
日
以
後
に
次
に
掲

給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と

新
た
に
給
料
の
調
整
額
適

調
整
額
適
用
職
員
と
な
り

合
）
に
同
日
に
そ
の
者
に

て
改
正
前
の
規
則
第
二
項

る
調
整
基
本
額

の
前
日
に
新
た
に
給
料
の

関
す
る
条
例
等
の
一
部
を

定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

の
学
校
職
員
給
与
条
例
及

る
こ
と
と
な
る
給
料
表
、

る
規
則
（
次
号
に
お
い
て

な
ら
ば
そ
の
者
に
適
用
さ

四

平
成
二
十
一
年
四
月
一

３

前
項
に
規
定
す
る
「
経
過

該
各
号
に
定
め
る
額
を
い
う

一

こ
の
規
則
の
施
行
の
日

続
き
給
料
の
調
整
額
適
用

お
い
て
そ
の
者
に
適
用
さ

二

施
行
日
以
後
に
新
た
に

び
施
行
日
以
後
に
新
た
に

日
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
す
る
異
動
を
し
た
場
合

が
別
に
定
め
る
場
合

表
の
適
用
を
受
け
な
い
地
方
公
務

年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
七
条

定
め
る
者
又
は
公
益
法
人
等
へ
の

年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第
二

よ
り
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受

料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ

げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。
）

し
た
場
合
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に

用
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は

、
同
日
に
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該

適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
料
表

の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら

調
整
額
適
用
職
員
に
な
っ
た
と
し

改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山

給
与
条
例
又
は
一
般
職
に
属
す
る

平
成
十
七
年
山
口
県
条
例
第
百
五

び
こ
れ
ら
に
基
づ
く
規
程
の
規
定

職
務
の
級
及
び
号
給
を
基
礎
と
し

「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）

れ
る
こ
と
と
な
る
調
整
基
本
額

日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十

措
置
基
準
額
」
と
は
、
次
の
各
号

。（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行

職
員
（
第
三
号
に
該
当
す
る
職
員

れ
て
い
た
調
整
基
本
額

給
料
の
調
整
額
適
用
職
員
と
な
っ

給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と

と
な
る
調
整
基
本
額

員
、
国
家
公
務
員
、
国
家
公
務
員

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等

一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等

項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
で
あ

け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員

当
該

っ
た
も
の
と
み
な
し
て
前
二
号
の

っ
た
職
員
（
施
行
日
以
後
に
新
た

施
行
日
の
前
日
に
当
該
場
合
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
以
後

、
施
行
日
の
前
日
に
新
た
に
給
料

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
た

、
職
務
の
級
及
び
号
給
を
基
礎
と

ば
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と

た
場
合
に
一
般
職
の
職
員
の
給
与

口
県
条
例
第
百
四
号
）
第
二
条
の

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

に
よ
り
同
日
に
そ
の
者
に
適
用
さ

て
改
正
前
の
給
料
の
調
整
額
に
関

第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し

一
日
ま
で

百
分
の
二
十
五

に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
引

を
除
く
。
）
で
あ
る
職
員

同
日

た
職
員
（
次
号
に
該
当
す
る
職
員

な
っ
た
職
員
を
除
く
。
）

施
行

四

退職にっ職規 に該にの場しな に規の前れすた 当きに及日
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４
定
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

め
る
。

こ
の
規
則
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が

五



平
成
十

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

八
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二

事

千
七
百
円
（
送
料
共
）


